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第１章 総則 

 

 (目的) 

第１条 この規則は、労働基準法の規定に基づき、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物

資源機構（以下「機構」という。）の職員の就業に関する事項を定めることを目的とする。 

２ この規則に定める事項のほか、職員の就業に関する事項については、労働基準法その

他の法令の定めるところによる。 

 

 (適用の範囲) 

第２条 この規則は、第３４条の規定により機構の職員として採用された者に適用する。 

２ 機構の業務に従事する者であって臨時に勤務する者又は常時機構の業務に従事しない

者及び嘱託については、別に定めるもののほか、この規則の規定を準用する。ただし、

第３９条及び第３９条の２の規定は、法令の規定により有期労働契約から無期労働契約

に転換したすべての職員（以下「無期雇用契約者」という。）に適用する。 

 

第２章 勤務 

 

第１節 勤務心得 

 

 (職務の遂行) 

第３条 職員は、法令及びこの規則その他の機構の諸規則を遵守し、機構の使命を自覚す

るとともに責任を重んじ、相互に人格を尊重し、かつ、職務を遂行するに当たっては公

正を旨とし、誠実に勤務し、所属長の指示命令に従わなければならない。 

２ 所属長は、職員の人格を尊重し、常に職員を指導統率するとともに、率先して職務を

遂行しなければならない。 

 

 (禁止行為) 

第４ 条 職員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 機構の名誉を毀損し、又は機構の利益を害すること。 

(2) 業務上知ることができた秘密を漏らすこと。 



(3) 機構の許可を受けないで他の業務につくこと。 

(4) 業務上の必要がある場合を除き、みだりに機構名又は職名を使用すること。 

(5) 機構内の秩序又は職場規律を乱すような行為をすること。 

(6) 職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与

を受けるなど不正な行為を行うこと。 

(7) 相手方の望まない性的言動により又は妊娠、出産、育児休業若しくは介護休業等に

関する不当な言動により、他の職員に不利益を与えたり、就業環境を害すると判断さ

れる行為等を行うこと。 

 

 (遵守事項) 

第５条 職員は、この規則の定めるところにより提出する書類について、虚偽又は不正の

書類の提出を行ってはならない。 

 

 (届出事項) 

第６条 職員は、次の各号に掲げる事項について変更が生じたときは、そのつど速やかに

総務部人事課長（以下「人事課長」という。）に届け出なければならない。 

(1) 現住所 

(2) 戸籍上の記載事項 

(3) 履歴 

(4) 資格 

(5) 扶養親族に関する事項 

(6) 身元保証人に関する事項 

(7) その他人事管理上必要として指示された事項 

２ 職員が死亡した場合は、所属長は、速やかに死亡の年月日及び原因を人事課長に届け

出なければならない。 

 

第２節 勤務時間、休憩及び休日 

 

 (勤務時間) 

第７条 勤務時間は、午前 9時から午後 5時 30分までとする。ただし、職員は、別に定め

るところにより、午前 8 時から午後 4 時 30 分まで、午前 8 時 30 分から午後 5 時まで又

は午前 9時 30 分から午後 6時までの勤務時間を選択することができる。 

２ 機構は、業務上必要と認める場合は、前項の勤務時間を変更することができる。 

３  支所における勤務時間は別に定める。 

 

(休憩時間) 



第８条 休憩時間は、午後 12時 30 分から 1時 15 分までとする。ただし、業務に支障があ

る場合はこの限りでない。 

２ 前条第 1項に規定する勤務時間を越えて勤務する場合には、さらに 15分の休憩時間を

勤務時間の途中に置くものとする。 

３  支所における休憩時間は別に定める。 

 

 (休日) 

第９条 休日は、次のとおりとする。 

(1) 日曜日（法定休日） 

(2)  土曜日 

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日 

(4) 年末年始(12月 29 日から 12月 31 日まで並びに 1月 2日及び 3日) 

(5) 前各号のほか、特に機構が指定する日 

２ 前項の休日は、機構の業務上特に必要があるときは、他の日と振り替えることができ

る。 

この場合において、当該振り替えられた休日の勤務は、当該他の日の勤務のとおりとし、

本章第３節の休日勤務の規定は、適用しない。 

３  海外支所における休日は別に定める。 

 

 (交替勤務) 

第１０条 職員は、業務上必要があるときは、交替勤務を命ぜられることがある。 

２ 交替勤務については別に定める。 

 

第３節 時間外勤務及び休日勤務 

 

 (時間外勤務及び休日勤務) 

第１１条 所属長は、機構の業務上必要があるときは、職員に対して第７条第 1 項に規定

する勤務時間外に、又は休日に勤務させることがある。 

２ 災害その他避けることのできない理由によって、時間外勤務の必要を認める場合には、

前項の規定にかかわらず、行政官庁の許可を受けて、勤務時間を延長し、又は休日に勤

務させることができる。 

 

 (超勤代休時間) 

第１１条の２ 職員は、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構職員給与規程（以 

下「給与規程」という。）第１７条第２項の規定による超過勤務手当の一部の支給に代わ

る措置の対象となるべき時間（以下「超勤代休時間」という。）として勤務時間の全部又



は一部を指定することができる。 

２ 前項の規定により超勤代休時間を指定した職員は、当該超勤代休時間には、正規の勤

務時間において勤務することを要しない。 

３ 前２項に規定するもののほか、超勤代休時間に関する事項については、別に定める。 

 

 (妊産婦である女性職員の時間外勤務等の制限) 

第１２条 所属長は、妊娠中の女性職員から願出があつた場合には、前条の規定にかかわ

らず、当該女性職員に時間外勤務又は休日勤務を命じないものとする。 

２ 職員は、前項に規定する時間外勤務等の制限を受けようとするときは、所属長を経て

人事課長に願い出るものとする。 

 

 (育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限) 

第１３条 所属長は、別に定めるところにより、次の各号の一に該当する職員から願出が

あった場合には、午後 10時から午前 5時において勤務させてはならない。ただし、機構

業務の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。 

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員 

(2) 負傷、疾病、障害又は老齢により 2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする

状態（以下「要介護状態」という。）にある配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、

兄弟姉妹及び孫（以下「対象家族」という。）を介護する職員 

 

 (育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限) 

第１４条 所属長は、別に定めるところにより、次の各号の一に該当する職員から願出が

あった場合には、1 か月について 24 時間、1 年について 150 時間を超える時間外勤務を

させてはならない。ただし、機構業務の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。 

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員 

(2) 要介護状態にある対象家族を介護する職員 

２ 所属長は、前項の規定にかかわらず、３歳に満たない子を養育する職員及び要介護状

態にある対象家族の介護をする職員から願出があった場合には、第７条第１項に規定す

る勤務時間を超えて勤務させてはならない。ただし、機構業務の正常な運営を妨げる場

合は、この限りでない。 

 

第４節 出勤、退出及び欠勤 

 

 (出勤) 

第１５条 職員が出勤及び退勤したときは、タイムレコーダーを打刻し出退勤を表示しな

ければならない。 



 

 (遅刻及び早退) 

第１６条 職員が所定の手続きを経ることなく、私用のため所定の時刻までに出勤せず、

又は所定の時刻前に退出したときは、遅刻または早退として取扱う。また、勤務時間中

に職務を離れるときは、あらかじめ所属長に届け出るものとする。ただし、あらかじめ

届け出が困難な場合は、事後速やかに所属長に届け出なければならない。 

２ 災害、交通事故、その他不可抗力により遅刻したときは、遅刻として取り扱わないこ

とがある。 

 

 (外勤) 

第１７条 職員が機構の業務のため、機構以外の箇所において勤務するとき、所定の時刻

までに出勤できないとき又は所定の時刻前に退出しようとするときは、あらかじめ所属

長に届け出るものとする。ただし、あらかじめ届け出が困難な場合は、事後速やかに所

属長に届出なけなければならない。 

 

 (欠勤) 

第１８条 職員が病気その他やむを得ない理由により欠勤するときは、あらかじめ所属長

を経て人事課長に届け出るものとする。ただし、やむを得ないときは、速やかに電話等

の適宜な方法により所属長に報告の上、事後本文の規定に準じて届け出るものとする。 

２ 前項の欠勤が傷病に係るものは、医師の診断書を添付するものとする。 

 

 (無届欠勤) 

第１９条 第１６条から前条までに規定する届出等を怠つたときは、無届欠勤として取り

扱う。 

 

 (長期欠勤) 

第２０条 1 月を超える欠勤は、長期欠勤とし、長期欠勤の期間には休日を通算するものと

する。 

２ 長期欠勤者が出勤したのち、出勤日数が 10 日に満たないで同一理由により再び欠勤を

始めたときは、前の欠勤期間を通算するものとする。 

 

 (欠勤の年次休暇への振替) 

第２１条 第１８条に規定する欠勤の期間は、第 19 条の規定により無届欠勤として取り扱

われた場合を除き、第５節に定める年次休暇の範囲内で、休暇に振り替えることができ

る。 

 



第５節 休暇 

 

 (年次休暇) 

第２２条 職員は、毎年 4 月 1日を基準日とし 20 日間の年次休暇を受けることができる。 

２ 年度の中途において採用された職員が、当該年度において受けることができる年次休

暇は次表のとおりとする。ただし、機構の要請により官公庁、会社等の職員から引き続

き機構の職員に採用された者の当該年度における年次休暇は、別に定める。 

３ 年次休暇の使用の単位は 1 日とする。ただし、職員から請求があった場合で特に必要

があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。 

採用月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０

月 

１１

月 

１２

月 

1 月 ２月 ３月 

休暇日数 20 日 18

日 

17

日 

15

日 

13

日 

12

日 

10

日 

8 日 7 日 5 日 3 日 2 日 

４ １時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、８時間をもって１日

とする。 

 

 (年次休暇の繰越) 

第２３条 前条の年次休暇のうち、その年度内に受けなかつた日数は、翌年度に限り繰り越

して受けることができる。 

 

（失効年休の積立）  

第２３条の２ 前条により翌年度に繰り越された年次休暇のうち、当該年度末までに未使

用のために失効する年次休暇（以下「失効年休」という。）については、10 日を限度に

積立して、次年度以降に受けることができる。ただし、既に失効年休を積立している場

合は、積立されている日数と新たに積立しようとする日数の合計が 10 日を超えない範囲

で積立できる。 

２ 前項において積立された失効年休は、次の各号に掲げる事由の場合に限り受けること

ができる。 

一 私傷病  

二 第２７条第１項に定める者の介護又は看護 

三 小学校第 3学年修了前の子の養育 

３ 第１項に定める失効年休の積立単位及び使用単位は 1時間とする。 

４ １時間を単位として使用した失効年休を日に換算する場合には、８時間をもって１日と

する。 

 

 (年次休暇の取得) 



第２４条 職員が第２２条及び第２３条の２に規定する年次休暇を受けようとするときは、

その時期又は期間を指定して、前日までに所属長に届け出るものとする。ただし、やむ

を得ないときは、速やかに電話等の適宜な方法により所属長に報告の上、事後速やかに

所属長に届け出なければならない。 

２ 職員は、前項の場合において機構の業務上の特別の必要により、年次休暇を受ける時

期の変更を命ぜられることがある。 

 

 (特別休暇) 

第２５条 職員は、次の各号に掲げる場合には、第 22条に規定する年次休暇のほか、当該

各号に掲げる期間の特別休暇を受けることができる。 

(1) 本人が結婚するとき 5 日以内 

(2) 子が結婚するとき 2 日以内 

(3) 兄弟姉妹が結婚するとき 1 日 

(4) 職員が出産するとき その出産予定日前 6 週間(多胎妊娠の場合は 14 週間)及び出

産後 8週間 

(5) 妻が出産するとき 3 日以内 

(6) 妻が出産する場合であってその出産予定日の 6 週間(多胎妊娠の場合にあっては 14

週間)前の日から当該出産の日後 8 週間を経過する日までの期間にある場合において、

当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子（妻の子を含む）を養育す

る職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 

当該期間内における 5日以内 

(7) 配偶者が死亡したとき(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下同じ。) 10 日以内 

(8) 父母又は子が死亡したとき 

葬祭を主宰する者 7 日以内 

その他 4日以内 

(9) 祖父母、孫、兄弟姉妹又は配偶者の父母が死亡したとき 

葬祭を主宰する者 4 日以内 

その他 3日以内 

(10) 3 親等以内の親族が死亡したとき(前 3号に掲げる場合を除く。) 

葬祭を主宰する者 2 日以内 

その他 1日 

(11) 災害、交通事故等不可抗力により出勤できない場合その他特別の理由により、特

に休暇を申し出て人事課長の許可を受けたとき 必要と認められる期間 

(12) 女子職員が生後満 1年に達しない生児に授乳等を行うとき 1日 2回各々30分 

(13) 生理日にあたり、かつ就業が著しく困難なとき 2 日以内 



(14)  妊娠中及び出産後の女子職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診断を

受けるとき 厚生労働省令で定める時間 

(15)  妊娠中の女性職員が、通勤に利用する交通機関の混雑により、母体又は胎児の健

康保持に影響があると認められる場合 必要時間（正規の勤務時間の始め又は終りに

おいて、１日を通じて１時間を超えない範囲内に限る） 

(16)  小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む）を養育する職員が、そ

の子の看護のため勤務しないことが相当であると認められる場合  

       小学校就学の始期に達するまでの子が 1 人のとき 一の年において 5 日

以内 

       小学校就学の始期に達するまでの子が 2 人以上のとき 一の年において

10 日以内 

(17) 職員が、要介護状態にある対象家族を介護するため勤務しないことが相当であると

認められる場合 

       要介護状態の対象家族が 1人のとき 一の年において 5 日以内 

       要介護状態の対象家族が 2人以上のとき 一の年において 10 日以内 

(18) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律により裁判員等として裁判所に出頭する

とき 必要日数 

(19) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進のため勤務しない

ことが相当であると認められる場合 

一の年の７月から９月までの期間内における、休日を除いて原則として

連続する 3日以内 

２ 前項第５号、６号、１６号及び１７号の特別休暇の単位は１日又は１時間とする。１

時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合には、８時間をもって１日とす

る。 

３ 前項第１号から第１０号に掲げる場合において旅行を必要とするときは、その往復所

要日数を加算する。 

４ 第１項の特別休暇を受けようとする者は、あらかじめその時期又は期間及び理由を所

属長を経て人事課長に届け出るものとする。ただし、やむを得ないときは、速やかに電

話等の適宜な方法により所属長に報告の上、事後速やかに所属長に届け出なければなら

ない。 

 

 (有給休暇) 

第２６条 第２２条に定める年次休暇及び前条に定める特別休暇は、有給休暇とする。 

 

 (介護休業) 

第２７条 職員は、別に定める期間にわたり要介護状態にある対象家族の介護をするため、



申し出た場合においては、介護休業を受けることができる。 

２ 介護休業の期間は、対象家族 1 人につき前項に規定する介護を必要とする通算 186 日

の期間内において必要と認められる期間とする。 

３ 職員が介護休業を受けようとするときは、別に定めるところにより、所属長を経て人

事課長に申し出なければならない。 

４ 前３項に規定するもののほか、介護休業に関する事項については、別に定める。 

 

 (配偶者同行休業) 

第２７条の２ 職員は、外国での勤務等により外国に住所又は居所を定めて滞在するその

配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするために休業をすることができる。 

２ 配偶者同行休業に関し必要な事項は、別に定めるところによる。 

 

（介護時間） 

第２７条の３ 要介護状態にある対象家族の介護をするため、職員は第７条に定める勤務

時間の始め又は終わりにおいて、別に定めるところにより勤務時間の短縮措置（以下「介

護時間」という。）を受けることができる。 

 

第３章 異動及び昇格等 

 

 (異動等) 

第２８条 職員は、業務上の都合により、出張、配置転換、転勤及び出向を命ぜられるこ

とがある。この場合、職員は正当な理由がない限りこれに従わなければならない。 

２ 旅費の支給については、別に定めるところによる。 

 

 (赴任) 

第２９条 職員は、国内において転勤を命ぜられたときは、発令の日から 1 週間以内に、

本邦と外国の間又は外国間若しくは外国内において転勤を命ぜられたときは、2週間以内

に新任地に赴任しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、理事長

の承認を得て赴任時期を延期することができる。 

 

 (昇格及び降格) 

第３０条 機構は、職員の職務遂行能力に基づき１等級乃至６等級に格付けする。 

２ 機構は、職員各人の長期にわたる業績評価等の結果に基づき、職員の格付けされた等

級が必要とする能力を十分に満たし、直近上位の等級に格付けすることが適当と認められ

る場合に昇級させることができる。 

３ 機構は、職務遂行能力が著しく低下し、若しくは不足していると認められるとき、勤 



 労意欲が著しく喪失したと判断されるとき、職員を降格させることができる。 

４ 第５３条の懲戒に該当する行為があったときは、懲戒処分として職員を降格させるこ 

とができる。 

 

第４章 給与及び退職手当 

 

 (給与) 

第３１条 職員の給与は、別に定めるところにより支給する。 

 

 (退職金) 

第３２条 職員が退職したとき又は第４１条の規定により解雇されたときは、別に定める

ところにより退職金を支給する。ただし、第 42 条第 2 号又は第 3 号の規定により解雇さ

れたときは支給しない。 

 

第５章 採用 

 

 (選考試験) 

第３３条 機構は、職員の採用にあたり選考試験を行う。ただし、機構の要請により官公

庁あるいは会社等の職員から引き続き機構の職員として採用された者については、この

限りでない。 

 

 (採用) 

第３４条 選考試験に合格した者を職員又は仮採用職員として採用する。 

２ 職員は、本採用とし、仮採用職員は、3月以内の試用期間を経た上本採用とするものと

する。 

３ 機構は、前項の試用期間中において職員としてふさわしくないと認めたときは、試用

期間が 14 日を超えない者にあってはただちに、14 日を超える者にあっては 30 日前の予

告又は 30日分の平均賃金の支払いにより、採用を取消すことがある。 

４ 前条ただし書により採用する者は本採用とする。 

 

 (採用者の提出書類) 

第３５条 新たに職員又は仮採用職員に採用された者は、次の書類を理事長に提出しなけ

ればならない。 

(1) 履歴書 

(2) 誓約書 

(3) 身元保証に関する書類 



(4) 扶養家族その他人事管理上必要なものとして指示された事項に関する書類 

 

第６章 休職、退職、解雇等 

 

第１節 休職 

 

 (病気休職) 

第３６条 職員が負傷又は疾病のため長期欠勤したときは、次の区分及び病気欠勤期間に

応じた休職を命ずるものとする。 

区分 病気欠勤期間 休職期間 

普通傷病 6 月 2 年 

結核性疾病 1 年 2 年 

２ 職員は、前項の休職期間が満了したときは、退職するものとする。ただし、特別の理

由があるときは、その期間を延長することがある。 

 

 (その他の休職) 

第３７条 前条第１項の場合のほか、職員が次の各号の一に該当するに至つたときは、休

職を命ずるものとする。 

(1) 自己の都合により欠勤（第 19 条に規定するものを除く）が引き続き 3 月以上に及

んだとき。 

(2) 刑事事件に関して起訴されたとき。 

(3) その他特別の理由があるとき。 

２ 前項の休職期間は、その都度定めることとする。 

 

 (復職) 

第３８条 休職事由が消滅したときは復職を命ずる。 

２ 復職後出勤日数が 20日に満たないで同一理由により再び欠勤を始めたときは、復職を

取り消すことができる。 

 

第２節 解雇及び退職 

 

 (定年退職等) 

第３９条 職員が、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、退職とする。ただし、

無期転換日の属する事業年度に満 61 歳以上に到達する職員については、第４号は適用し

ないものとする。 

(1) 死亡したとき。 



(2) 退職を願い出て承認されたとき。 

(3) 休職期間が満了した場合において、なお休職理由が消滅しないとき。 

(4) 年齢が満 60 歳に達した日の属する事業年度の末日が終了したとき。 

２ 無期転換日の属する事業年度に満 61 歳以上に到達する職員（次項の職員を除く）は、

年齢が満 65 歳に達した日の属する事業年度の末日をもって、退職とする。 

３ 無期転換日の属する事業年度に満 66 歳以上に到達する職員は、年齢が満 70 歳に達し

た日の属する事業年度の末日をもって、退職とする。 

 (再雇用) 

第３９条の２ 前条第１項第４号による退職者で、本人が希望し、この規則の第３９条第

１項第１号ないし第３号に定める退職事由若しくはこの規則の第４１条及び第４２条に

定める解雇事由に該当しない者については、満６５歳に達した日の属する事業年度の末

日まで再雇用する。 

２ 再雇用は原則１年単位の契約とする。 

３ 前２項に規定するもののほか、再雇用に関する事項については、別に定める。 

 

 (自己都合退職) 

第４０条 職員が自己の都合により退職しようとするときは、退職を希望する日から 2 週

間前までにその旨を、所属長、人事課長を経て、理事長に願い出るものとし、その許可

があるまでは、引き続きその業務を継続しなければならない。 

 

 (解雇) 

第４１条 職員が次の各号の一に該当するときは、解雇することができる。 

(1) 精神又は身体に著しい障害があるため、機構の業務に堪えられないとき。 

(2) 勤務態度または勤務成績が著しく不良など、適格性がないとき。 

(3)  無断欠勤が年間通算して 3月以上であるとき。 

(4) その他やむを得ない業務上の都合のあるとき。 

 

第４２条 職員が次の各号の一に該当するに至つたときは、解雇する。 

(1) 成年被後見人又は被補佐人となったとき。 

(2) 禁錮〈こ〉以上の刑に処せられたとき。 

(3) 免職の処分が決定したとき。 

２ 前項第２号又は第３号に該当することにより職員を解雇しようとするときは、所轄労

働基準監督署長の認定を受けて予告又は予告に代わる平均賃金の支払いは行わないもの

とする。 

 

第３節 育児休業等 



 

 （育児休業） 

第４３条 職員は、別に定めるところにより、その 3 歳に満たない子を養育するために職

務に従事しないこと（以下「育児休業」という。）ができる。 

２ 育児休業をしている職員は、引き続き職員としての身分を保有する。 

 

 （育児短時間勤務） 

第４３条の２ 職員は、別に定めるところにより、小学校就学の始期に達するまでの子を

養育するため、当該子が小学校就学の始期に達する日まで、月曜日から金曜日までの 5

日間において 1 日につき 4 時間の勤務時間を割り振る型又は日曜日及び土曜日に加えて

月曜日から金曜日までの 5 日間において 2 日の週休日を設けそれ以外の日に 1 日につき

第 7 条に定める勤務時間を割り振る型による短時間勤務をすること（以下「育児短時間

勤務」という。）ができる。 

 

（育児時間） 

第４４条 次の表の職員の欄に掲げる職員で育児休業及び育児短時間勤務をしない者は、

別に定めるところにより、同表の該当する職員の欄の区分に応じる期間、第 7 条に定め

る勤務時間の始め又は終わりにおいて 1 日を通じて同表の該当する職員の欄に応じる時

間（第 25 条第 1 項第 12 号に掲げる特別休暇を受けている職員については、当該時間か

ら当該特別休暇の時間を減じた時間で 30 分を単位とした時間）以内の勤務時間の短縮措

置（「育児時間」という。）を受けることができる。 

職員 期間 時間 

小学校就学の始期に達するまでの子

を養育する職員 

当該子が小学校の始期に達するまで 2 時間 

小学校就学の始期から小学校 4 年生

の始期に達するまでの子を養育する

職員 

当該子が小学校就学の始期から小学

校 4年生の始期に達するまで 

1 時間 

 

第７章 保健衛生 

 

 (衛生管理者及び産業医) 

第４５条 機構は、衛生管理者及び産業医をおく。 

 

 (協力義務) 

第４６条 職員は、衛生管理者及び産業医の指示に従い、保健衛生上必要と認められる措

置について協力しなければならない。 



 

 (出勤停止) 

第４７条 職員は、感染症その他就業が不適当と認められる病気にかかったときは、出勤

してはならない。 

 

 (同居者等の伝染病) 

第４８条 職員は、同居者又は近隣の者が法定又は届出を要する伝染病にかかり、又はそ

の疑いがあるときは、直ちに、その旨を所属長及び衛生管理者に申し出て、その指示を

受けなければならない。 

２ 前項の場合には、一定期間を限り出勤を停止することがある。この場合において出勤

停止期間は、出勤として取り扱う。 

 

 (健康診断) 

第４９条 職員は、毎年定期に又は随時に健康診断を受けなければならない。 

２ 前項の健康診断の結果に基づき、勤務時間の制限、業務の転換、治療その他職員の健

康保持上必要な措置を命ずることがある。 

 

第８章 災害補償 

 

 (災害補償) 

第５０条 機構は、職員が業務上負傷し又は疾病にかかったときは、必要な療養費を負担

する。この場合において欠勤した期間は、出勤として取り扱う。 

２ 前項の負傷又は疾病の回復したのち、なお身体に障害があるときは、その障害の程度

に応じ、労働基準法に定める災害補償を行う。 

 

 (遺族補償及び葬祭料) 

第５１条 職員が業務上死亡したときは、労働基準法の定めるところに従い、遺族又は職

員の死亡当時その収入によって生計を維持していた者に対して遺族補償を行い、葬祭を行

う者に対して葬祭料を支払う。 

 

第９章 褒賞及び懲戒 

 (表彰) 

第５２条 服務上特に功労があって、他の模範となるべき者又は永年勤続し、勤務成績優

良な者は、褒賞する。 

２ 前項の褒賞は別に定めるところにより行う。 

 



 (懲戒) 

第５３条 職員がこの規則の禁止規定に違反し、又は職務上の義務の履行を怠りその他機

構の職員たるに適しない非行があつたときは、その軽重により次の懲戒を行なう。 

(1) けん責 始末書を徴して戒告する。 

(2) 減給 1 日ないし 1 月とし、その間 1 回の額が平均賃金の 1 日分の半額、総額が基

本給及び諸手当の合計額の 1割以内を減給する。 

(3) 昇給停止 1年以内昇給を停止する。 

(4) 停職 1 月ないし 1 年とし、その期間中の給与は基本給及び諸手当の合計額の 2 分

の 1まで減額することがある。 

(5) 降格 将来を戒めて下位の等級に降格する。 

(6)  免職 予告しないで解雇する。 

 

 （損害賠償） 

第５４条 職員が故意又は重大な過失によって機構に損害を与えたときは、前条の規定に

よる懲戒処分を行うほか、損害の全部又は一部を賠償させることがある。 

 

 

 

   附 則 

１ この規則は、平成１６年２月２９日から施行する。 

２ この規則の実施の日の前日において金属鉱業事業団の職員であった者でこの規定の実

施の日に引き続いて機構の職員となった者のうち、平成１５年度又は平成１６年度中に

満６０歳に達する者については、第 39条第 4号中「達した日の属する事業年度が終了し

たとき。」とあるのは「達したとき。」と読み替える。 

３ 平成２５年３月３１日において、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

（以下「開発機構」という。）の職員であった者で同年４月１日に引き続いて機構の職員

となった者における年次休暇の繰越、特別休暇、介護休業及び欠勤の日数の算定につい

ては、開発機構から通算して算定することとする。 

 

   附 則 

 この規則は、平成１７年１月２１日から施行し、平成１７年１月１日から適用する。 

 

 

附 則 

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

２ 平成２５年４月１日までの間は、第３９条の２第３項中「満６５歳」とあるのは次の



とおり読み替える。 

 （１）平成１８年４月１日から平成２２年３月３１日までの間 

   「満６３歳」 

 （２）平成２２年４月１日から平成２５年３月３１日までの間 

   「満６４歳」 

３ 人事考課制度の運用開始後５年を経過するまでの間、第３９条の２第１項第５号の規

定は、「理事長、副理事長、人事担当理事、人事担当グループリーダーから構成される委

員会において勤務成績が標準以上であると認められたこと」と読み替える。 

 

   附 則 

 この規則は、平成１８年８月１０日から施行し、平成１８年６月１日から適用する。 

 

   附 則 

 この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

１ この規則は、平成１９年７月１日から施行する。 

２ 人事考課制度の運用開始後５年を経過するまでの間、第３９条の２第１項第５号の規

定は、「理事長、副理事長、総務担当理事、総務部長から構成される委員会において勤務

成績が標準以上であると認められたこと」と読み替える。 

 

   附 則 

１ この規則は、平成１９年９月１日から施行する。 

２ 平成１９年１２月３１日までの間は、職員の健康上の特別の理由又は育児、介護等の

特別の理由により、特に勤務時間を申し出て人事課長の許可を受けたときは、正規の勤

務時間の始め又は終りにおいて、１日を通じて３０分を越えない範囲で勤務を要しない

時間とすることができる。 

３ 前項に規定する勤務を要しない時間は、特別有給休暇とする。 

４ 平成２０年３月３１日までの間は、第２２条３項ただし書中「１時間」とあるのは「３

０分」と読み替える。 

 

   附 則 

 この規則は、平成２０年６月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 



 

   附 則 

 この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

この規程は、平成２４年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

 この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この規則は、平成２７年２月１７日から施行する。 

 

附 則 

この規則は、平成２８年８月１日から施行する。 

 

附 則 

この規則は、平成２９年１月１日から施行する。 

 

附 則 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 


